
⼀般社団法⼈健康な⾷事・⾷環境コンソーシアム 

運営委員会規程 

 
（構成）  
第１条 定款第４３条に基づき，この委員会を設置し，当法⼈の運営等に係る活動を⾏
う。 
第２条 委員会の⻑は，当法⼈の代表理事が務める。 
第３条 委員の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとし，再任を妨げない。 
 
（委員会の職務及び権限） 
第４条 委員会は当法⼈の運営全般に係る総務・財務活動，認証基準に関する業務につい
て議論し，決定する。 
2 その他，当法⼈に関し，必要と認められた事項を⾏う。 
 
（招集） 
第５条 委員会は委員⻑が招集する。 
 
（決議） 
第６条 委員会の議決は，出席者（代理出席，委任状を含む）の過半数の同意をもって決す
るものとし，可否同数のときは，委員⻑の決するところによる。 
 
（委員の報酬） 
第７条 委員は無報酬とする。 
２ 委員会出席に伴う旅費等は，実費精算とする。 
 
（改廃） 
第 8 条 この規程の改廃は，委員会の審議を経て，理事会の決議により⾏う。 
 
附則 
本規定は，令和７年５⽉ 30 ⽇より施⾏する。 


